
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

気
仙
沼
市
東
新
城
一
︱
六
︱
一
三

島
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

登
米
市
南
方
町
西
山
成
前
一
三
三

ひ
が
し
か
つ
や
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
　
二
︱
一
四
︱
一
三

せ
ん
だ
い
皮
膚
科
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
︱
五
︱
一
六
ア
ク
ア
ビ
ル

四
Ｆ

も
り
の
み
や
こ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
︱
五
　
第
七
太
田

ビ
ル
四
階

せ
き
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
五
︱
九
︱
四
〇

い
け
だ
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
二
︱
六
︱
二
四
仙
台
医
療
館

一
階

杜
の
里
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
荒
井
東
二
丁
目
一
二
番
地
の
七

七 
 
 
五 
 
 
三 
十 



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

一
般
財
団
法
人
宮
城
県
予
防
医
学
協
会
　
附
属
診
療

所

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
泉
区
高
森
二
丁
目
一
番
三
九



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

鈴
木
歯
科

令
和
七
年
六
月
一
日

石
巻
市
駅
前
北
通
り
一
︱
一
四
︱
二
九
ダ
ル
セ
︱
ニ

ョ
壱
番
館
二
Ｆ

さ
い
と
う
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

気
仙
沼
市
田
中
前
　
三
︱
一
︱
一
一

奧
松
島
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

東
松
島
市
牛
網
字
新
下
西
九
五
︱
一

さ
く
ら
い
歯
科
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
霊
屋
下
二
︱
一
〇
朝
日
プ
ラ
ザ
広
瀬

川
一
〇
五

寺
島
歯
科
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
中
倉
二
︱
一
︱
二
四

七 
 
 
五 
 
 
三 
十 



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

き
た
か
み
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
大
須
一
八
二
︱
一

新
城
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

気
仙
沼
市
東
新
城
一
︱
六
︱
一
四

あ
す
か
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

名
取
市
手
倉
田
字
八
幡
　
三
三
八
︱
九

中
央
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

大
崎
市
古
川
南
町
三
丁
目
一
番
五
号

ひ
か
り
薬
局
宮
町

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
五
︱
七
︱
二
〇

カ
メ
イ
調
剤
薬
局
　
愛
子
店

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
愛
子
東
二
︱
三
︱
一
六

旭
ヶ
丘
ト
ラ
ス
ト
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
旭
ケ
丘
三
丁
目
二
六
︱
二
一
︱
一
階

定
禅
寺
ト
ラ
ス
ト
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
二
丁
目
一
四
︱
二
五
︱
一
階

七 
 
 
五 
 
 
三 
十 



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ひ
か
り
薬
局
　
小
田
原

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
小
田
原
　
二
︱
二
︱
四
四

つ
く
し
薬
局
　
福
室
店

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
五
︱
一
〇
︱
五

銀
杏
町
ト
ラ
ス
ト
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
銀
杏
町
九
︱
一
八

仙
台
調
剤
　
西
多
賀
店

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
上
野
山
　
一
︱
八
︱
三
三

な
が
ま
ち
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
長
町
五
丁
目
九
︱
一
三
　
一
階

有
限
会
社
　
ら
い
ら
っ
く
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
四
︱
一
一
︱
五
五

ト
ラ
ス
ト
調
剤
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
泉
区
将
監
二
丁
目
一
一
︱
二
︱
一

し
ょ
う
げ
ん
２
丁
目
薬
局

令
和
七
年
六
月
一
日

仙
台
市
泉
区
将
監
二
丁
目
一
一
︱
一
︱
一




